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小平市特定保健指導業委託に係るプロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

小平市国民健康保険加入者を対象とする特定健康診査等の結果に基づき、生活習慣病を発症するリスクが

高いと判断された対象者に対して、対象者が自らの健康状態や生活習慣の改善すべき点を自覚し、生活習慣

改善に向けて自主的な取り組みを継続できるよう支援する保健指導の実施、及び効率的かつ質の高い保健指

導を実現する体制を整えることを目標としている。また検査数値が治療域にある対象者に対しては、医療機

関への受診勧奨を行うことにより、生活習慣病悪化に伴う重篤な疾患を予防し、対象者の QOL の維持・向

上、ひいては健康寿命の延伸、及び将来の医療費適正化を目指すものである。 

上記業務に対して、実務遂行能力及び実効性が優位であると認められる、かつ市とともに特定保健指導実

施率向上を目指せる業者を最適業者に選定することを本プロポーザルの目的とする。 

 

２ 業務の概要 

（１）件名 

    「小平市特定保健指導業務委託」 

（２）業務内容 

厚生労働省の示す「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」に準拠し、且つ小平市の業

務形態に適した指導プログラム等を対象者へ提供し、３か月間以上の支援終了後、実績評価及び小平市

への報告等を行う。詳細は「小平市特定保健指導業務委託仕様書」を参照すること。 

（３）予定契約期間 

契約締結日から令和１１年３月３１日まで（令和８年・９年度特定保健指導対象者） 

（地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

 （４）発注者 

    小平市 

（５）契約上限金額 

    予算額 １５，６５８千円（税込・令和８年度） 

    ※消費税は１０％で計算を行うこと。なお、契約期間中に消費税が変更になった場合は別途協議を行

うこととする。 

 

３ 参加資格条件 

（１）「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」及び「小平市特定保健指導業務委託仕様書」に

準拠した組織体制であること。 

（２）事業者による参加申込書提出締切り日までに、社会保険診療報酬支払基金に特定保健指導機関リスト

としての登録があり、保健指導機関番号を取得していること。 

（３）委託する事務を適切かつ確実に遂行できる十分な事業規模及び安定的な経営基盤を有すること。 

（４）東京電子自治体共同運営サービス電子調達サービスにおいて、小平市競争入札資格を有しているもの

であること。 

（５）小平市契約からの暴力団排除措置要綱第３条第１項各号に掲げる者のいずれにも該当しないこと。ま

た、申込み及び契約に当たっては、本要綱及び暴力団排除に関する特約条項を遵守すること。 
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（６）地方自治法施行令第１６７条の４の規定により、競争入札の参加を制限されていないこと。 

（７）「小平市競争入札参加有資格者指名停止等に関する要綱」に基づく指名停止期間中でないこと。 

（８）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続き開始の申立て、又は民事再生法（平成 11

年法律第 225 号）に基づく再生手続き開始がなされていないこと。 

（９）法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税に滞納がないこと。 

（１０）特定保健指導業務実績があること。 

（１１）国保連合会システムに提出可能なＸＭＬデータを作成できること。 

 

４ 選考スケジュール 

（１） 市ホームページ掲載及び実施要領等配布 

令和８年４月２日（木）から令和８年４月１３日（月）午後５時まで 

（２） 事業者による参加申込書及び会社概要提出締切り 

令和８年４月１４日（火）午後５時 

（３） 指名通知発行 

令和８年４月１６日（木） 

（４） 質問受付 

令和８年４月１６日（木）から令和８年４月２０日（月）午後５時まで 

（５） 質問回答 

令和８年４月２２日（水） 

（６） 提案書一式の提出締切り・辞退届の提出締切り 

令和８年５月１２日（火）午後１時まで 

（７） 第一次審査 

令和８年５月１８日（月） 

（８） 一次審査の結果通知 

令和８年５月１８日（月） 

（９） 二次審査（提案説明会） 

令和８年５月２５日（月） 

（１０）審査の結果通知・公表 

令和８年６月３日（水） 

 

５ 選定方法及び評価基準  

  各事業者より提案された内容、実施体制により、実効性、経済性等を総合的に、あらかじめ定めた評価基

準により評価し、最優秀提案を決定する。 

  決定に当たっては提案に対する質疑及び補足説明を求めるため、プレゼンテーションによる提案説明会を

実施する。 

  ただし、応募事業者が５者以上の場合は、評価基準の各項目の点数及び価格に関する評価点を合計し、上

位４者を書類により選定した後、上記プレゼンテーションによる提案説明会を実施する。プレゼンテーショ

ンによる提案説明会では、資料の追加・差し替えはできない。提案書の語句・数字等の修正は、プレゼンテ

ーション時に説明すること。 
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  参加事業者が１者の場合についても、価格点を除いた技術点（審査委員の平均点）が６割以上の場合、優

秀提案事業者とする。 

なお、当該契約のための提案書及びその他の書類において虚偽の記載が発覚した場合、評価・審査の対象とし

ない。また、審査委員の評価の中で、最低評価（E評価）の項目が２つ以上ある場合は選定しない。 

 

６ 申込・受付方法 

（１）受付期間 

   令和８年４月２日（木）から４月１４日（火）午後５時まで 

（２）申込方法 

   特定保健指導業務委託に係るプロポーザル参加申込書及び会社概要を持参または郵送すること。 

郵送で提出する場合は、令和８年４月１４日（火）必着とする。 

持参で提出する場合は、土日祝日その他閉館日を除く、午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時までの時間帯に提出すること。ただし、令和８年４月１４日（火）は午後１時までとする。 

書類の名称及び様式 内容及び作成要領 

小平市特定保健指導業務委託に係る 

プロポーザル参加申込書（様式１号） 

・様式１号により提出すること。 

・必要事項をもれなく記入すること。 

会社概要 

（様式２号・Ａ４両面印刷１枚以内） 

・様式２号により提出すること。 

・必要事項をもれなく記入すること。 

（３）受付場所 

    小平市健康福祉部健康推進課保健指導担当 

    住所 〒１８７―００４３ 小平市学園東町１－１９－１２ 小平市健康センター４階 

    電話 ０４２－３４６－３７０４（直通） 

（４）実施要領等の配布 

小平市ホームページの「市政情報」－「事業者向け」－「発注案件のお知らせ」からダウンロードし

て使用すること。なお、配布期間は４（１）とする。 

（５）申込の辞退 

    参加申込書等を提出した後に提案を行わないことを決めた場合は、参加辞退届（任意の書式）を令和

８年５月１２日（火）午後１時までに提出すること。 

（６）提出された参加申込書等を審査し、参加資格条件を満たしている事業者には、指名通知を令和８年４

月１６日（木）に送付する。 

（７）提出書類の内容及び作成要領 

書類の名称及び様式 内容及び作成要領 

特定保健指導業務提案書 

（様式自由・Ａ４両面印刷１０枚以内 

長辺綴じ・縦横は問わない） 

・１０枚以内であること（表紙・目次も含む） 

・「８ 評価基準」に示す項目にあわせて、目次及び提案内容を 

表記すること。 

・作成部数は表紙に代表者印を押印したものを１部と、社名の記 

載のないものを１５部準備すること。 

・提案内容は一切社名がわからないようにすること。  

経費見積書 ・様式３号－①により提出すること。 
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（様式３号－①、②） ・表紙に代表者印を押印したものを１部と、社名の記載のないも 

のを１５部準備すること。 

・様式３号－②においては、支援・募集活動・報告等といった 

各項目１人当たりの単価を記載すること。 

・必要となる経費の総額が「２業務の概要（５）契約上限金額」 

に記載する金額を超えないこと。 

・本契約は複数単価契約となるため、仕様に示している業務につ 

いてはもれなく単価項目を立て、予定回数を記載すること。 

また、備考には各項目の費用の詳細を記載すること。 

・セミナーについては年４回以上、会場は市施設、定員２５名と 

仮定して見積書を作成すること。 

・経費見積書の記載にあたっては、令和８年度の目標実施率に関 

する実施見込み者数を参照すること。 

（積極的支援８０名、動機付け支援４００名） 

・消費税は一律１０％で計算を行うこと。 

・契約期間中に消費税が変更になった場合は別途協議を行うこと 

する。 

特定保健指導業務委託実績書 

（様式４号・Ａ４両面印刷１枚以内） 

・様式４号により提出すること。 

・必要事項をもれなく記入すること。 

・特定保健指導業務委託の実績のみを記載すること。 

・代表者印を押印したものを１部と、社名の記載のないものを 

１５部準備すること。 

・納入団体の都道府県までの実名表示は可とするが、市町村名 

はＡ市等の表記にて匿名とすること。 

（８）提出書類の注意事項 

① 経費見積書は２枚１組として左上をステープラーでとめること。 

② 指定した提出書類以外は評価の対象にはならない。 

③ 提出後の書類の修正・変更は原則不可とする。ただし、やむをえない理由が生じ、小平市が承諾した

場合はこの限りではない。 

④ 提出書類は一切返却しないものとする。 

⑤ 提出書類の著作権は、プロポーザル参加事業者に帰属するが、小平市が本プロポーザルに関する報

告・公表等により必要な場合は、事業者の了承を得ずに提出書類の内容を無償で使用するものとする。 

 

７ 提案書等の提出方法（指名通知を受けた事業者のみ） 

 （１）提出期限 

    令和８年５月１２日（火）午後１時まで（必着） 

 （２）提出場所 

   小平市健康福祉部健康推進課保健指導担当 

     〒１８７－００４３ 小平市学園東町１－１９－１２ 小平市健康センター４階 
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     電話０４２－３４６－３７０４（直通） 

（３） 提出方法 

     郵送又は窓口持参とする。 

      郵送で提出する場合は、令和８年５月１２日（火）必着とする。 

持参で提出する場合は、土日祝日その他閉館日を除く、午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時までの時間帯に提出すること。 

ただし、令和８年５月１２日（火）は午後１時までとする。 

     ※なお、書類を持参する際は、事前に連絡をすること。 

 

８ 質疑・応答 

  本事業委託の内容に関する質疑については、小平市特定保健指導業務委託に係るプロポーザルに関する質

問書（様式５号）に記載し、メールにより送付すること。 

（１） 質問受付期限 

令和８年４月２０日（月）午後５時まで 

（２）質問先 

小平市健康福祉部健康推進課保健指導担当 

Ｅ－ｍａｉｌ kenkosuishin@city.kodaira.lg.jp 

（３） 提出方法 

上記の電子メールアドレス宛てに、小平市特定保健指導業務委託に係るプロポーザルに関する質問書 

（様式５号）で送信すること。質問メールを受領後に、受付完了メールを返信するので、確認すること。

なお、電子メールの件名には、【社名・小平市特定保健指導業務委託・質問】と付すこと。 

（４） 市からの回答 

令和８年４月２２日（水） 

（５） 回答方法 

小平市ホームページ上に、令和８年４月２４日（金）まで記載する。 

なお、質問の回答は、本要領の追加又は修正とみなす。 

９ 評価基準 

（１） 審査方法 

    事業者名を伏せた提案書等を下記のとおり審査・評価するものとする。審査実施者は、小平市特定保健

指導業務委託に係るプロポーザル審査委員会の委員長及び委員とする。なお、各評価項目の評価は、絶対

評価とする。 

① 一次審査（応募事業者が５者以上の場合、書類による一次審査実施） 

   ア 審査実施者は、８（２）評価基準により各項目について審査を行う。 

   イ 応募事業者が５者以上の場合は、評価基準の評価点（技術点）及び価格に関する評価点（価格点） 

    を合計し、点数が上位４者の事業者をプレゼンテーションによる提案説明会の参加対象事業者とす 

る。 

※技術点及び価格点は、小数点第三位を四捨五入し、小数点第二位まで求める。 

  ウ 価格点については、プロポーザル参加事業者の中で最低価格に対する自社の価格により評価する。 

    算出方法は次のとおりである。 

mailto:kenkosuishin@city.kodaira.lg.jp
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４０点×（最低見積価格／自社の見積価格）＝価格点 

    ※ただし、見積金額が契約上限金額を超過する場合は、評価及び審査の対象としない。 

  ② 二次審査 

   ア 提案書等についてのプレゼンテーション、ヒアリングを行い審査する。１事業者当たり準備を含め

て５０分とし、そのうち冒頭２０分以内で提案書のプレゼンテーションを受け、審査委員会によるヒ

アリングを２５分程度実施する（時間は変更の可能性あり）。 

   イ プレゼンテーションにはスクリーン、プロジェクターを市が準備するが、パソコンにおいては、事

業者側であらかじめ準備すること。 

   ウ 説明員は３名以内とする。また、説明員は社名のわかるもの（名札・バッチ等）を身につけないこ

と。 

   エ 審査実施者は、８（２）評価基準により各項目について審査を行う。 

  オ 価格点については、プロポーザル参加事業者の中で最低価格に対する自社の価格により評価する。 

    算出方法は次のとおりである。 

４０点×（最低見積価格／自社の見積価格）＝価格点 

   カ 各審査委員の技術点と価格点の合計点が、最も高い提案を行った事業者を１者決定し、契約候補者に

特定する。最優秀提案が２事業者以上ある場合は、採点基準の「Ａ」の合計数が多い提案を最優秀の提

案とする。ただし、契約締結に至らないときは、次順位者と契約交渉を行う場合があるものとする。 

（２） 評価基準 

各評価項目の該当状況に応じて、A～E の評価を付す。 
 

 

採点基準 

配点（評価項目ごと） 

評価内容 

(3)（4）（6）(9)（14）（24）(25) 

左記以外の評価項目 

A 優れている １０ ５ 

B やや優れている ８ ４ 

C 標準的である ６ ３ 

D やや劣っている ４ ２ 

E 劣っている ２ １ 

（３） 評価項目について 

   小平市特定保健指導業務委託に係るプロポーザル審査委員会は、審査するにあたり、次に掲げる項目に基づ

き審査を行うものとする。 

  ① 評価項目、配点等 

評価項目 満点 評価内容 配点 

１ 会社概要  ２０ (1)事業者の企業理念について  ５ 

(2)特定保健指導業務実績について  ５ 

(3)受託に対する姿勢（熱意、実施率向上への意欲）について １０ 

２ 特定保健指導利用促進・ 

脱落予防に向けた取り組み 

に関する提案 

３０ (4)広報物等、保健指導に関心を引く工夫について １０ 

(5)脱落者予防のための工夫について  ５ 

(6)経年対象者及び無関心層の参加を促すための工夫について １０ 
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② 価格評価基準 

 

１０ その他の留意事項 

（１）本プロポーザル期間中に小平市から指名停止処分を受けた者は、本業務の委託受注資格を失う。 

（２）提出書類が次の条件の一つに該当する場合には、無効となることがある。 

  ① 提出方法、提出場所、提出期限等に合致しないとき。 

  ② 指定する様式及び記載上の留意事項に示された条件に合致しないもの。 

  ③ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 

  ④ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。 

  ⑤ 虚偽の内容が記載されているもの。 

  ⑥ 提案書について、提出者が特定できる内容を記載した場合。 

  ⑦ その他、審査委員会が不適格と認めたもの。 

  ⑧ 提案辞退届により提案を辞退したものが提出したもの。 

（３）プロポーザルに参加する費用は、全て事業者の負担とする。 

（４）公正なプロポーザルが確保できないと思われる場合は、審査を中止することがある。 

（５）本業務の契約にあたっては、別添の「業務委託契約書約款」、「個人情報の保護及び情報セキュリティ 

の保護に関する特記仕様書」、「環境により良い自動車利用に関する特記仕様書」及び「暴力団排除に関す 

(7)利用勧奨の手法及び方針について  ５ 

３ 特定保健指導の内容 

に関する提案 

３５ (8)小平市の特性や健康課題の理解度について  ５ 

(9)保健指導の使用教材やツールについて １０ 

(10)行動変容を含むアウトカムの達成に向けての個別支援について  ５ 

(11)運動・栄養等セミナーの実施体制や内容  ５ 

(12)終了者が健康行動を継続するための工夫について  ５ 

(13)治療域に属する者への受診勧奨のための工夫について  ５ 

４ 人材確保・養成力 
１５ (14)継続的な技術研修、業務に関する研修について １０ 

(15)十分な経験、スキルを有する者の業務への従事等について  ５ 

５ 実施体制・安全管理  ２０ (16)対象者の利便性に配慮した実施体制について  ５ 

(17)予約状況に応じて十分な人員を確保できる体制にあるか  ５ 

(18)苦情や事故等への対応体制や安全管理について  ５ 

(19)市との情報共有、報告のための連絡体制について  ５ 

６ 個人情報保護対策 

 

１５ (20)～(22)セキュリティ及び個人情報保護の管理体制について 項目 

毎に５ 

７ 分析、評価、報告 

について 

１５ (23)事業全体の評価・小平市への報告・結果分析について   ５ 

(24)他自治体の分析結果も活かした企画提案について １０ 

８ その他 １０ (25)上記以外で評価すべき特記事項があるか １０ 

項目 評価内容 配点 

提案見積金額について （所管課による配点）経費の算定式について ４０ 
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る特約条項」に同意すること。 

（６）本業務は、業務提供内容に事後審査を実施する。事後審査の時期については、原則、業務履行後かつ最 

終検査の前に行うものとする。 

（７）本プロポーザルに係る情報は、小平市情報公開条例の規定に基づき公開する場合がある。 

（８）その他疑義が生じた場合は、審査委員会で協議する。 

 

１１ 問い合わせ先 

小平市健康福祉部 健康推進課 保健指導担当  

   住所 〒１８７－００４３ 東京都小平市学園東町１－１９－１２ 小平市健康センター４階 

   電話 ０４２（３４６）３７０４     

Ｅ－ｍａｉｌ kenkosuishin@city.kodaira.lg.jp 
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